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農政改革に向けた現場の視点 

― 大分県農業の現地調査報告 ― 

 

農林水産委員会調査室  河田 尚弘 

 

１．はじめに 

 政府は、平成 25 年 12 月 10 日、「農林水産業・地域の活力創造プラン1」を決定し、「強

い農林水産業」を創り上げるために、新たな農業・農村政策として、４つの改革（農地中

間管理機構の創設2、経営所得安定対策の見直し3、水田フル活用と米政策の見直し、日本

型直接支払制度の創設4）に取り組むこととした。特に、水田フル活用と米政策の見直しに

ついては、米の直接支払交付金5を見直すことにより、主食用米偏重ではなく、飼料用米等

の需要のある作物の生産を振興し、意欲ある農業者が自らの経営判断で作物を選択する状

況を実現していくこととしている。その結果、行政による生産数量目標の配分に頼らずと

も、需要に応じた主食用米生産が行われるよう、環境整備を進めていくこととしている。 

 こうした農業政策が大きな転換点にある中で、筆者は、平成26年１月、大分県を訪問し、

県及び別府市の農政担当者から説明を聴くとともに、内成棚田（別府市）、農事組合法人広

瀬台営農組合（杵築市）、有限会社鈴木養鶏場（日出町）を視察する機会を得た。内成棚田

では、急傾斜で農地集積の困難な場所において水田農業が行われている。一方で、広瀬台

では、圃場整備がなされ、大規模な農業経営が行われている。また、鈴木養鶏場では、広

瀬台営農組合が生産した飼料用米を活用した養鶏が行われているなど、いずれの視察先も

米政策に深い関わりがある。 

本稿では、大分県の農業の概要を紹介した後、特に米政策に関連する視察先の現状と課

題等を取り上げることとしたい。 

 

２．大分県の農業 

（１）概要 

大分県は、標高０ｍから1,000ｍ近くまでの耕地が分布し、耕地面積の約70％が中山間

地域に位置する起伏の多い地勢にあり、米を基盤として野菜、果樹、花きの園芸作物や肉

用牛を中心とする畜産など各地域の立地条件をいかす多様な農業が展開されている。一方

で、農業就業人口6（販売農家7）は平成２年においては 89,341 人であったが、22 年には

43,977 人となるなど大きく減少している。また、基幹的農業従事者8（販売農家）につい

ても、２年の53,304人から、22年には34,462人と減少している。さらに、小規模な販売

農家が多く、担い手の高齢化も進んでいるため、農業の再生が重要な課題となっている。 

 そこで、大分県は、平成17年に「おおいた農山漁村活性化戦略2005」（23年に27年度

までの５年間の計画として改定）を作成し、目標の達成に向け各種施策を推進している9。 
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表１ 全国・九州と大分県の農業 

 

（出所）大分県農林水産部「大分県の農林水産業」（平成25年７月） 

 

（２）水田農業の現状と課題 

主食用米の作付面積はやや減少傾向にあり、生産数量目標を達成している状況にある。

作付面積減少の主な理由としては、高齢化による作付困難、新規需要米への作付転換、鳥

獣害による作付意欲の低下等が挙げられた。一方で、経営所得安定対策（旧農業者戸別所

得補償）の実施により、新規需要米（特に飼料用米及びＷＣＳ10用稲）の作付面積は増加

傾向にある。 

今回の農政改革の動きを踏まえ、課題として、飼料用米の増産に向けた問題点が挙げら

れた。最も大きな課題は、飼料用米の需要先の確保である。飼料用米利用希望数量は多い

ものの、価格や受入形態（籾米、玄米）などの点で需要側の希望条件と合わないなど、実

際にはマッチングが上手くいかないところも多い。また、飼料用米の交付金11が最大 10.5

万円/10a になるとしても、現状では飼料用米の単収が多くないため、交付単価が下がり、

結果的に農家が受け取る交付金が減少する可能性が高い。さらに、飼料用米の増産を図れ

ば、水不足12や飼料用米の専用品種の種子不足が起きるおそれもある。 

 

表２ 大分県の主食用米の作付状況 
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（注）平成25年産については見込み。 

（出所）大分県資料より作成 
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表３ 水田転作作物の作付状況 

単位：ｈａ 

  Ｈ20産 Ｈ21産 Ｈ22産 Ｈ23産 Ｈ24産 Ｈ25産 

加工用米 32 29 35 33 37 46 

飼料用米 54 212 580 940 865 735 

ＷＣＳ用稲 285 388 757 1,371 1,502 1,458 

米粉用米 0 9 15 31 38 24 

備蓄米 0 0 0 0 0 47 

大豆 2,090 2,020 1,900 1,830 1,436 1,381 

（注）平成25年産については見込み。 

（出所）大分県資料より作成 

 

３．内成棚田（別府市） 

（１）概要 

内成棚田は、田の１枚の平均面積３a、平均傾斜１/10の山間農業地域にあり、その生産

条件が厳しいことから、耕作放棄による荒廃が懸念されていた。このため、平成11年度に

日本の棚田百選に認定されたことを契機として、13年度に「内成の棚田とむらづくりを考

える会」が発足した。集落住民自らが棚田を地域の財産として認識し、棚田の美しい景観

を守るために、集落座談会で議論を重ねた結果、「内成活性化協議会」を設立し、17 年度

より中山間地域等直接支払制度13を利用して取組を進めてきた。 

また、田植えや稲刈りなどの農業体験の受入れ、地元大学との連携による長期滞在型農

家民泊施設の運営、温泉博覧会と連携した棚田ウォーキングなど様々な取組を行っている。 

 

表４ 内成棚田概要 

・戸数：84戸 

・人口：230名 

・産業：稲作中心 

・農地面積：78ha 

・稲作面積：30ha（１枚の平均面積：３a） 

・耕作放棄地面積：19ha 

・耕作放棄地解消面積：５ha 

・田んぼの枚数：1,300枚 

（出所）別府市資料                              内成棚田（筆者撮影） 

 

（２）現場の意見等 

ア 中山間地域における農業 

内成棚田では中山間地域等直接支払制度が利用されているが、都市部に近いところな

ど、一部については中山間地域等直接支払制度の対象14に当てはまらず、国からの支援



立法と調査　2014.4　No.351
129

 

が受けられない結果、荒廃してしまった農地も存在しているという。このため、対象要

件の緩和を行うなどして、中山間地の圃場整備に取り組む必要があるとの声があった。 

また、単純に農業者の所得を増やすことを考えるのであれば、農地に太陽光パネルを

置いた方が収入増につながると思われるが、農業・農村文化の継承という観点から、問

題はないのかという声も聞かれた。中山間地域の農業を保全することは、必ずしも農業

政策として行う必要はなく、文化政策や福祉政策として行ってもよいのではないかとい

う声もあった。あくまで中山間地域振興を念頭に施策を考えることが必要であるとの声

が強調されていた。 

 イ グリーンツーリズム等 

  美しい風情を見せる農繁期には、内成棚田の風景を目的に１日100人以上の観光客が

訪れる。また、内成棚田では、農業体験の受入れ等も行われている。しかし、①観光客

がお金を使うようなお店や宿泊施設等が少ない、②農業体験を受け入れる農家側が、ど

れほどの対価を受け取ればいいのか分からない、あるいは受け取った対価以上にお金や

時間を使ってもてなしてしまう、③農業体験の受入れの要望があっても、農繁期では受

け入れる農家の負担が大きくなる等の事情もあるため、これらのグリーンツーリズムは、

農家の収入源にはなっていないとのことである。国がグリーンツーリズムを推進するな

らば、産業として成り立たせたせるような支援を行っていくべきとの声も聞かれた。 

また、グリーンツーリズムや６次産業化等に取り組む上での課題として、書類作成な

ど事務的作業が不慣れな農業者が多く、中心となって取り組む人材がいないことが挙げ

られた。このため、こうした中核的に取り組む人材が、長期的（５年以上）に集落に留

まるようなアドバイザー制度を、国に作ってもらいたいという要望もあった。 

 

４．農事組合法人広瀬台営農組合（杵築市） 

（１）概要 

農事組合法人広瀬台営農組合は、杵

築市の西南部に位置しており、中心部

から車で約５分のところに位置してい

る。圃場は、八坂川左岸に広がる標高

０～３ｍの平坦な水田地帯に広がり、

「広瀬台」と呼ばれている。 

 広瀬台営農組合の圃場に隣接する八

坂川の河川改修に伴い、集落の下本庄、

上本庄、中、新庄から成る八坂地区を

対象とした「八坂地区農村活性化住環

境整備事業」によって圃場整備が行わ

れた。一方で、平成６年から下本庄換地委員会を設置して５集落から成る31.3haの水田の

換地について協議が行われた。10 年には、「地域営農システム確立事業」として八坂地区

が選定され、「八坂地区営農計画検討委員会」を設置して、圃場整備と併せた組織育成に取

広瀬台の圃場（筆者撮影）
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り組むこととなった。その結果、大規模農業経営（多集落一方式の集落営農、オペレータ

ー組織型）に取り組むこととなり、換地委員による先進地視察、アンケート調査、研修会

などを行い、地権者、耕作者が集まった総会において、広瀬台営農組合が11年１月14日

に設立された。 

 

表５ 経営の概要 

・出資金：25.8万円 

・構成員数：85名 

・集積面積：28.5ha（利用権設定等面積28.5ha、作業受託カバー面積０ha） 

・主要経営品目作付面積：水稲13.3ha、麦類28.5ha、飼料用米5.9ha、ＷＣＳ用稲9.2ha

・雇用状況：オペレーター15名、出役者（オペレーター含む）28名 

（出所）農事組合法人広瀬台営農組合資料 

 

（２）現場の意見等 

ア 米の直接支払交付金 

米の直接支払交付金は、今回の農政改革の一環で、平成 26 年産米から単価を 7,500

円/10a に削減した上で、30 年産から廃止することとされている。この点について、米

の直接支払交付金が廃止されれば、利益が出なくなるとの声があった。また、米の直接

支払交付金は、農家が交付金収入を基に経営の見通しを立てることができるという利点

がある。このため、米の直接支払交付金を継続してほしいとの声もあった。 

 イ 飼料用米への転作 

今回の農業政策の改革により、水田活用の直接支払交付金の飼料用米の交付金単価が

最大10.5万円/10ａとなるなど、主食用米から飼料用米等の需要のある作物への転作の

促進が図られる。飼料用米の需要先である鈴木養鶏場（後述）からは、飼料用米は全て

買い取るので、いくらでも増産してほしい、とも言われており、需要先の確保について

は問題がない状況にある。しかし、飼料用米は乾燥させる手間とコストがかかり、また、

その収穫時期（11月）が麦の作付けと重なることもあり、刈り取りだけで済み、生産コ

ストが安いＷＣＳ用稲の方が望ましく、飼料用米を今後増産する考えはないとのことで

あった。また、他の飼料用米を生産している農家でも、来年からＷＣＳ用稲を生産し始

めるところも出てくるのではないかとのことであった。 

 ウ 農地の集積・集約化 

今回の農政改革の一環として、分散した農地を農地中間管理機構が借り受け、まとま

りのある形で農地を利用できるように整備した後、貸付けが行われる。これによって、

農地集積・集約化が進められていくが、杵築市は中山間地域であり、基盤整備を行った

としてもなかなか条件の良い農地とはなりにくいため、農地集積はあまり進まないので

はないかという声もあった。また、米の価格が下がっているため、仮に規模拡大しても

水田農業経営を続けていくことは容易ではない。個人では農業経営は難しく、集落営農

組織でなければ、農業を続けることはできないのではないかとのことである。 
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なお、大分県によれば、これまで集落内は共同での水路の管理や清掃が行われてきた

が、農地集積により農家が少なくなれば、これまでどおりにはいかなくなるとの指摘が

あった。 

 エ その他 

組合員が高齢化している中、後継者問題が深刻となっているが、ＪＡや役場の定年退

職者を積極的に受け入れていくことで対応していく方針とのことである。 

大型機械の購入資金については、国の事業による補助があり、自己負担は１割であっ

たが、そのメンテナンスや燃料代等は自己負担しているため、それに対する補助があれ

ば有り難いとのことである。 

 

５．有限会社鈴木養鶏場（日出町） 

（１）概要 

鈴木養鶏場は、広瀬台営農組合の生産した飼料

用米の需要先であり、飼料用米を積極的に活用し

ている採卵養鶏農場である。飼料用米を20％配合

した飼料を給餌して生産した卵は「豊の米卵」の

名称で販売されている。また、平成13年にはアン

テナショップと加工場を兼ねた「鈴卵食品館」を

オープンさせ、生産者自らが適正な価格を設定し、

加工により付加価値をつけて販売する、６次産業

化を実現した。現在、自社生産の卵を使ったさら

なるスイーツの開発、販売にも取り組んでいる。 

 

表６ 経営の概要 

・事業内容：鶏卵の生産、加工、販売、鶏糞堆肥の製造、販売 

・飼養規模：成鶏15万羽、雛３万羽 

・従業員数：43人 

（出所）鈴木養鶏場資料 

 

（２）現場の意見等 

ア 今後の飼料用米の活用 

今後の我が国農業における課題は、食の安全、食料自給率の向上、地域循環、環境保

全、輸入飼料に充てている飼料代金の国内循環等であるが、飼料用米の生産はそうした

課題を克服していく一つの有効なツールであると考えているので、今後とも積極的に飼

料用米を受け入れていくこととしている。また、近年、耕種農家が減少する中、鶏糞堆

肥の需要先も減少しているため、今後とも飼料用米の買取りを続け、耕種農家の経営を

支えていく耕畜連携により、中山間地域の農業を維持していきたいとしている。 

 

鈴卵食品館（筆者撮影）
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 イ 飼料用米活用の課題等 

飼料用米については、使用量を増やしたいと考えているが、十分な量をいかに確保す

るかが課題となっている。特に、飼料用米の利用コストは５万円/t、トウモロコシの利

用コストは３万円/tとなっており、この差は、飼料用

米の集荷費及び保管費（約20円/kg）の負担があるこ

とが大きいため、この負担分を生産者に補助できるよ

うにすることが必要であるとしている。 

また、従来の水田活用の直接支払交付金は、飼料用

米とＷＣＳ用稲の交付金単価が同額であっため、生産

者にとって、米の収穫や乾燥を必要としないＷＣＳ用

稲の生産をする方が有利であった。しかし、平成 26

年度予算において、飼料用米を増産できれば現行の８

万円から最大 10.5 万円まで増額されることとなり、

飼料用米を増産するインセンティブが働くようにな

った点は評価しているとのことであった15。 

 

６．おわりに 

政府が取りまとめた「農林水産業・地域の活力創造プラン」では、輸出促進や６次産業

化の推進による付加価値の向上、多様な担い手の育成・確保、農地集積による生産性の向

上、美しいふるさとを守る日本型直接支払いの創設などに取り組むこととしている。また、

その上で、米の生産調整を見直し、農業者がマーケットを見ながら、自らの経営判断で作

物を作付けできるようにするとともに、需要のある麦、大豆、飼料用米の生産振興を図る

ことによって、水田のフル活用を図り、食料自給率と食料自給力の向上を併せて図ってい

くこととしている。これらの改革を進めることによって、農業を若者にとって魅力ある産

業に育成させ、農業・農村全体の所得倍増の実現につなげていくというのが、政府の考え

である16。 

しかし、この改革の成否は、主食用米から飼料用米等の新規需要米への転換にかかって

いる。特に飼料用米への転換については、今回の調査において現場の方々から指摘があっ

たように、飼料用米の需要先や多収性専用品種の種子の確保、単収が少ない場合の交付金

の減少等の課題がある。また、コスト削減につながる直播技術開発の必要性、畜産農家や

配合飼料工場が近隣にない地域では物流費が割高となること等の問題点も指摘されており、

飼料用米の増産に向けた円滑な対応策が求められている17。 

 また、政府は、産業政策とともに農業政策の車の両輪となる地域政策として、農業・農

村の多面的機能18の発揮を目的とした日本型直払い制度を創設するとしている。特に中山

間地域では、農地集積を行って生産コストの削減を図ることが難しいため、多面的機能を

評価する支援は重要となる。また、内成棚田のような良好な景観を形成する農地は、景観

を利用してグリーンツーリズムの需要を掘り起こす余地があると思われる。政府がグリー

ンツーリズムを産業として成り立たせるような支援を行えば、中山間地域の活性化につな

飼料用米保管倉庫内（筆者撮影）
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がるだろう。 

 なお、現場からの声として多かったのが、いわゆる猫の目農政に対する指摘であった。

農業政策が安定して行われるのであれば、農家も時間をかけて対応していくことができる

が、農政の基本が短い期間で変わってしまうと施設の整備・投資等に腰を据えて取り組む

ことができない。現場の実態を踏まえた将来の展望を持てる安定的な農業政策が今後も求

められると思われる。 

 

（かわた なおひろ） 

                                                                               
1 「農林水産業・地域の活力創造プラン」は、今後の農政のグランドデザインとなるものである。このプラン

を踏まえて、農業・農村全体の所得を今後10年間で倍増させることを目指す政策の展開や、食料・農業・農村

基本法に基づく基本計画の見直しが行われることとなる。 
2 平成25年 12月成立の「農地中間管理事業の推進に関する法律」により、農地流動化を進める手法として、

都道府県段階に公的な機関として農地中間管理機構が整備される。農地中間管理機構は、①農地を借り受け、

②必要な場合には大区画化等の条件整備も行った上で、③担い手に対して、その規模拡大や利用する農地の集

約化に配慮して転貸する。これにより、地域の農地利用の最適化が図られる。 
3 予算措置で行われてきた従来の経営所得安定対策（旧戸別所得補償）は、一律の支払など構造改革にそぐわ

ない面があったとして、政府は、今回の改革で、米の直接支払交付金や米価変動補塡交付金について、工程を

明らかにした上で廃止することとしている。一方、米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）、生産条

件不利補正交付金（ゲタ対策）については一律の規模要件を外し、意欲ある農業者が参加できるようにするこ

ととしており、平成26年３月、第186回国会に「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関す

る法律の一部を改正する法律案」が提出された。 
4 政府は、農業・農村の持つ多面的機能の発揮に対して、地域政策として日本型直接支払（多面的機能支払）

を創設し、集落コミュニティの共同管理等により、農地が農地として維持され、将来にわたって多面的機能が

十分に発揮されることを確保するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減し、構造改革を後押しす

ることとしている。そこで、平成26年３月、第186回国会に「農業の有する多面的機能の発揮に促進に関する

法律案」が提出された。 
5 米の生産数量目標に従って生産を行う農業者に対して、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当

する交付金を直接交付するもの。自由民主党は平成24年の衆議院総選挙の選挙公約において、戸別所得補償を

見直すとしていたことを踏まえ、30年産から廃止することとされた。ただし、現場の混乱を避けるため、経過

措置として26年産から、交付単価を現行の半分の7,500円/10aに引き下げた上で、29年産までの４年間の時

限措置を実施することとされている。 
6 「農業就業人口」とは、15歳以上の農家世帯員のうち、調査期日前１年間に農業のみに従事した者又は農業

と兼業の双方に従事したが、農業の従事日数の方が多い者をいう。 
7 「販売農家」とは、経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。 
8 「基幹的農業従事者」とは、農業就業人口のうち、ふだんの主な状態が「仕事が主」の者をいう。 
9 「おおいた農山漁村活性化戦略2005」は、「知恵を出し汗をかいてもうかる農林水産業の実現」、「元気で魅力

ある農山漁村の実現」を掲げ、平成27年農林水産業産出額2,100億円を目指すとしている。そのために、①「The・

おおいた」ブランド確立に向けた商品（もの）づくり、②次代を担う力強い経営体づくり、③効率的で持続性

のある生産基盤・環境づくり、④地域資源を活用した農林水産業者等による新事業の創出の４つの施策を展開

し、「The・おおいた」ブランドを確立することとしている。 
10 ＷＣＳ（ホールクロップ・サイレージ）とは、稲の実が完熟する前に、実と茎葉を一体的に収穫し、乳酸菌

発酵させた飼料のことをいう。 
11 水田活用の直接支払交付金の飼料用米への交付単価は、平成26年産から、収量に応じて55,000円～105,000

円/10aとなっている。 
12 大分県によると、これまで生産調整のために作付を控えていた水田において、一斉に飼料用米が作付けされ

れば、水不足が起こる可能性があるという。 
13 中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、耕作放棄地の発生防止や機械・農作業

の共同化等、農業生産活動を将来に向けて維持するための活動を支援するため、直接支払いを実施するもの。 
14 中山間地域等直接支払制度の対象となる地域は、①特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島

振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地域、②

都道府県知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域（特認地域）となっている。また、対象と

なる農用地は、対象地域における農振農用地区域内で、一定の基準（水田：傾斜1/100以上、畑：傾斜８度以
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上等）に該当する１ha以上の一団の農用地となっている。 
15 なお、ＷＣＳ用稲の水田活用の直接支払交付金の単価は、平成26年度も８万円/10aと変わらない。 
16 第 186回国会衆議院予算委員会議録第５号16頁（平26.2.10） 
17 『日本農業新聞』（平25.12.7）、第186回国会衆議院予算委員会議録第３号９頁（平26.2.3） 
18 農業・農村は、食料を供給する役割だけでなく、その生産活動を通じ、国土の保全、水源の涵養、生物多様

性の保全、良好な景観の形成、文化の継承等、様々な役割を有しており、その役割による効果は、地域住民を

始め国民全体が享受している。 


